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測量作業共通仕様書、地質・土質調査業務共通仕様書、 

設計業務委託共通仕様書の改定概要 

 

 岐阜県発注業務の統一的運用を図るために定めている、測量作業共通仕様書、地質・

土質調査業務共通仕様書、設計業務委託共通仕様書の改定を行うものである。  

 

【主な改定点】 

各仕様書共通  

 誤字、誤記の修正  

 適用すべき基準図書の追加、訂正、削除  

 

設計業務委託共通仕様書 

第 1 編 共通編 

第 1 章 総則  

第 1102 条 用語の定義 

 「連絡」、「電子納品」、「情報共有システム」を新設  

 「書面」の定義の一部（手書き、印刷等の伝達物）、緊急を要する場合の規定を削除

し、「署名又は捺印」を「記名」に修正  

また、情報共有システムを用いる場合の規定を追加  

 

第 1108 条 照査技術者及び照査の実施 

 照査技術者の規定の一部「署名捺印」を「記名」に修正  

 

第 3 編 砂防及び地すべり対策編 

第 2 章 砂防調査・計画 

第 2 節  砂防調査 

第 3202 条 砂防調査の区分 

第 3203 条 土砂・洪水氾濫対策調査 

第 3204 条 土石流対策調査 

第 3205 条 流木対策調査 

第 3206 条 火山砂防調査 

第 3 節  砂防計画 

第 3207 条 砂防計画の区分 

第 3208 条 土砂・洪水氾濫対策計画 

第 3209 条 土石流対策計画 

第 3210 条 流木対策計画 

第 3211 条 火山砂防計画 

第 4 節  成果品 

別添  
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第 3212 条 成果品 

 「水系砂防」を「土砂・洪水氾濫対策」に修正 

 

第 2 節  砂防調査 

第 3203 条 土砂・洪水氾濫対策調査 

 流送土砂量調査のうち河床変動量調査に「河床変動計算」を追記 

 

第 3 節  砂防計画 

第 3208 条 土砂・洪水氾濫対策計画 

 計画土砂量等検討において「計画許容流出土砂量」を削除 

 

第 3 章 砂防構造物設計 

第 7 節  成果品 

第 3319 条 成果品 

 成果品一覧の誤記部分を修正 

 

第 5 編 道路編 

第 4 章 道路設計 

第 2 節  道路設計 

第 5408 条 道路詳細設計 

 舗装工設計について、「舗装（アスファルト舗装／コンクリート舗装等）」を「「舗装

種別選定の手引き」（公益社団法人日本道路協会 R3.12）に示されたチェックシート等

を参考にアスファルト舗装／コンクリート舗装等」」に修正 

 

 

 

 

 


